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障害者の雇用状況に改善が見られない６社（うち再公表２社）を公表します 
～障害者の雇用の促進等に関する法律第47条に基づき実施～ 

 

厚生労働省は13日、「障害者の雇用の促進等に関する法律」（障害者雇用促進法）第47条に基

づき、当省の繰り返しの指導にかかわらず障害者の雇用状況に改善が見られない６社について、次

の通り企業名を公表（うち２社は再公表）します。 

 

１ 平成21年３月に企業名を公表した企業で、依然として改善が見られず、今回、再公表となった

企業 ：  

株式会社ナガワ 

（本社：埼玉県さいたま市、代表者 髙橋 修、物品賃貸業） 

キャリアビジネス株式会社 

（本社：東京都新宿区、代表者 横山 誠、労働者派遣業） 

 

   ２ 平成22年度特別指導対象企業のうち、改善が見られず企業名を公表することになった企業 ： 

株式会社キャメル珈琲 

（本社：東京都世田谷区、代表者 尾田 信夫、卸売業・小売業） 

株式会社ソリトンシステムズ 

(本社：東京都新宿区、代表者 鎌田 信夫、情報通信業) 

株式会社ＫＡＴＥＫＹＯグループ 

（本社：長野県長野市、代表者 瀧澤 邦雄、教育・学習支援業） 

         アイスター株式会社 

              (本社：大阪府大阪市、代表者 松本 一則、情報通信業) 

     

 

 ＜公表に至った経緯＞ 

障害者雇用促進法では、身体障害者や知的障害者の雇用を促すため、事業主に対し、常時雇

用している従業員の一定割合（法定雇用率、民間企業の場合は1.8％)以上の障害者を雇うよう義務

付けています。この法定雇用率を達成していない企業には、厚生労働大臣が「障害者雇入れ計画」

を作成するよう命令し（第46条第１項）、それを適正に実施するよう勧告します（第46条第６項）。この

勧告に従わない場合は、企業名を公表できるようになっています（第47条）。 
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企業名を再公表したのは、平成21年３月に公表した４社のうち、上記１の２社。この２社には前回

の公表後、計画の適正実施勧告を行い、２回目の雇入れ計画期間の満了時（平成22年12月31日）

に、少なくとも平成21年の全国平均実雇用率（1.63％）を上回るよう指導していたにもかかわらず、こ

れを満たすことができず、障害者の雇用状況に改善が見られなかったため再公表に至りました。 

 

また、上記２の企業は、平成18年６月１日現在で障害者の雇用率が未達成で、当省が雇用率の

達成に向けた指導や適正実施の勧告を行ってきたものの、なお改善が遅れている90社のうちの４社

です。平成22年度中に企業名を公表することを前提に特別指導を実施してきましたが、指導終了後

の本年１月１日以降、現在に至るまでも雇用状況に改善が見られないため、企業名を公表すること

になりました。 

 

  当省では今後、企業名を公表した企業に対し、引き続き、雇用率達成に向けた指導を実施して

いきます。 

 

 

 ＜障害者の雇用を促すためのその他の施策＞ 
 
 障害者を雇うためには、作業施設や設備の改善などが必要となる場合があり、「障害者雇用

促進法」では、「障害者雇用納付金制度」を設け、法律に従って障害者の雇用義務を守ってい

る企業と、そうでない企業との経済的負担の不公平を是正し、障害者の雇用の促進と安定を図

っています。 

 これは、雇っている障害者の人数が法定雇用率を下回る企業からは納付金（不足数一人当た

り月額50,000円）を徴収し、法定雇用率を上回る雇用を果たしている企業に調整金を支給する

制度です。 

 さらに、この経済的負担の調整に加え、納付金を財源として、作業施設や設備などの改善の

費用について、各種助成金を設けています。 

当省としては、企業名の公表と併せてこれらの施策を進めることにより、障害者の雇用が一

層進むよう、取り組みます。 
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株式会社ナガワについて 
 

１ 企業概要 

○  企 業 名    株式会社ナガワ 

○ 所 在 地     埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－７ 

○ 代表者名   髙橋 修 

○ 事業内容   物品賃貸業（ユニットハウスの製造・販売・レンタル） 

 

 

２ 指導経過 

 

 

   以上のような一連の指導の下で、企業側において障害者向けの求人が出

されているが、障害者の雇入れに向けた求人条件や職務の見直しが十分で

はなく、平成21年３月の企業名公表にも関わらず障害者雇用の取組が遅れ

ており、平成22年12月31日現在の実雇用率が1.00％と低い水準にとどまっ

ている。 

平成16年10月29日 法第46条第１項に基づき、大宮公共職業安定所長か
ら障害者雇入れ計画作成命令を発出 

平成17年１月１日～ 雇入れ計画の実施（計画期間 ３年間） 

平成18年10月31日 雇入れ計画の適正実施勧告を発出 

平成19年12月31日 雇入れ計画の期間満了 

平成20年４月～ 特別指導の対象企業に選定し、特別指導を開始 

（～平成20年12月） 

平成20年12月11日 本省において直接指導を実施 

平成21年３月27日 企業名の公表 

平成21年３月27日 

 

雇入れ計画の適正実施勧告を発出 

 

 

平成19年10月31日 雇入れ計画作成命令を再度発出 

平成20年１月１日～ ２回目の雇入れ計画の実施（計画期間 ３年間） 

平成20年１月21日 雇入れ計画の適正実施勧告を発出 

平成22年12月６日 本省において直接指導を実施 

平成22年12月31日 ２回目の雇入れ計画の期間満了 

 

 

 

〔平成 21 年３月公表までの経緯〕 

 

〔再公表までの経緯〕 
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３ 障害者雇用状況の推移 
 

 基礎労働者数 障害者の数 実雇用率 不足数 

Ｈ16.6.1 ３３４人   ０人   ０.００％ ６人 

Ｈ17.6.1 ３８２  ０ ０.００ ６ 

Ｈ18.6.1 ４０３ ０ ０.００ ７ 

Ｈ19.6.1 ４１９ ２ ０.４８ ５ 

Ｈ20.6.1 ４３２ ２ ０.４６ ５ 

Ｈ21.6.1 ４４７ ２ ０.４５ ６ 

Ｈ22.6.1 ４２４ ４ ０.９４ ３ 

Ｈ22.12.31 ３９９ ４ １.００ ３ 

（注） 障害者の数には、重度障害者のダブルカウント等が含まれている。 
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キャリアビジネス株式会社について 
 
１ 企業概要 

○  企 業 名    キャリアビジネス株式会社 

○ 所 在 地     東京都新宿区西新宿１－２５－１ 新宿センタービル 

○ 代表者名   横山 誠 

○ 事業内容   労働者派遣業 

 

 

２ 指導経過 

 

 

   以上のような一連の指導の下で、企業側において障害者向けの求人が出

されるなど、一定の雇用努力は行われたものの、結果として法定雇用数を

満たすことができず、平成22年12月31日現在の実雇用率が0.69％と低い水

準にとどまっている。 

平成16年12月21日 法第46条第１項に基づき、新宿公共職業安定所長か
ら障害者雇入れ計画作成命令を発出 

平成17年１月１日～ 雇入れ計画の実施（計画期間 ３年間） 

平成18年12月７日 雇入れ計画の適正実施勧告を発出 

平成19年12月31日 雇入れ計画の期間満了 

平成20年４月～ 特別指導の対象企業に選定し、特別指導を開始 

（～平成20年12月） 

平成20年12月16日 本省において直接指導を実施 

平成21年３月27日 企業名の公表 

平成21年４月21日 雇入れ計画の適正実施勧告を発出 

 

 

平成19年12月11日 雇入れ計画作成命令を再度発出 

雇入れ計画の適正実施勧告を発出 

平成20年１月１日～ ２回目の雇入れ計画の実施（計画期間 ３年間） 

平成22年12月２日 本省において直接指導を実施 

平成22年12月31日 ２回目の雇入れ計画の期間満了 

  

  

〔平成 21 年３月公表までの経緯〕 

 

〔再公表までの経緯〕 
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３ 障害者雇用状況の推移 
 

 基礎労働者数 障害者の数 実雇用率 不足数 

Ｈ16.6.1 １,３３６人   ３人   ０.２２％ ２１人 

Ｈ17.6.1 １,３４１  ２ ０.１５ ２２ 

Ｈ18.6.1 ２,１００ ４ ０.１９ ３３ 

Ｈ19.6.1 ２,０５６ ４ ０.１９   ３３ 

Ｈ20.6.1 １,５６０ ５ ０.３２ ２３ 

Ｈ21.6.1 １,６０１ ５ ０.３１ ２３ 

Ｈ22.6.1 １,５４４ ３ ０.１９ ２４ 

Ｈ22.12.31 １,５１４ １０.５ ０.６９ １６.５ 

（注） 障害者の数には、重度障害者のダブルカウント等が含まれている。 
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株式会社キャメル珈琲について 
 

１ 企業概要 

○ 企 業 名  株式会社キャメル珈琲 

○ 所 在 地  東京都世田谷区代田２－３１－８ 

○ 代表者名  尾田 信夫 

○ 事業内容   卸売業・小売業（食料品販売） 

 
２ 指導経過 

平成18年12月13日 

 

法第46条第１項に基づき、渋谷公共職業安定所長か

ら障害者雇入れ計画作成命令を発出 

平成19年１月１日～ 雇入れ計画の実施（計画期間 ３年間） 

平成20年12月12日 雇入れ計画の適正実施勧告を発出 

平成21年12月31日 雇入れ計画の期間満了 

平成22年４月～ 特別指導の対象企業に選定し、特別指導を開始 

（～平成22年12月） 

平成22年12月２日 本省において直接指導を実施 

（これ以降も労働局、安定所による継続的な指導を

実施） 
 

以上のような一連の指導の下で、企業側においては障害者の若干数の採用が行

われたものの障害者の雇入れに向けた求人条件や職務の見直しが十分でないため、

障害者の雇用が進まず、平成23年１月１日現在の実雇用率が0.13％と低い水準に

とどまっている。 

 

３ 障害者雇用状況の推移 

 基礎労働者数 障害者の数 実雇用率 不足数 

Ｈ18.6.1   ４５９人 １人 ０.２２％  

 

７人 

Ｈ19.6.1 ６１０ 

 

１ ０.１６   ９ 

Ｈ20.6.1 ８０６ ２ ０.２５ １２ 

Ｈ21.6.1 ９９７ ５ ０.５０ １２ 

Ｈ22.6.1 １,２７７ ６ ０.４７ １６ 

Ｈ23.1.1 ２,２７３ ３ ０.１３ ３７ 

（注1） 障害者の数には、重度障害者のダブルカウント等が含まれている。 

（注2） 平成23年１月１日以降の取り組みにより、４月27日現在、障害者の数は13

人となっているが、実雇用率0.58％、不足数27人であり、依然として未達

成である。 
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株式会社ソリトンシステムズについて 
 

１ 企業概要 

○ 企 業 名  株式会社ソリトンシステムズ 

○ 所 在 地  東京都新宿区新宿２－４－３ 

○ 代表者名  鎌田 信夫 

○ 事業内容   情報通信業（情報サービス業） 

 
２ 指導経過 

平成18年12月４日 

 

法第46条第１項に基づき、新宿公共職業安定所長か

ら障害者雇入れ計画作成命令を発出 

平成19年１月１日～ 雇入れ計画の実施（計画期間 ３年間） 

平成20年12月８日 雇入れ計画の適正実施勧告を発出 

平成21年12月31日 雇入れ計画の期間満了 

平成22年４月～ 特別指導の対象企業に選定し、特別指導を開始 

（～平成22年12月） 

平成22年12月２日 本省において直接指導を実施 

 （これ以降も労働局、安定所による継続的な指導を

実施） 

 

以上のような一連の指導の下で、企業側においては障害者の若干数の採用が行

われたものの、障害者の雇入れに向けた求人条件や職務の見直しが十分でないた

め、障害者の雇用が進まず、平成23年１月１日現在の実雇用率が0.23％と低い水

準にとどまっている。 

 

３ 障害者雇用状況の推移 

 基礎労働者数 障害者の数 実雇用率 不足数 

Ｈ18.6.1   ３９０人 ０人 ０.００％ 

  

７人 

Ｈ19.6.1 ４０４ 

 

１ ０.２５   ６ 

Ｈ20.6.1 ４３０ ０ ０.００  ７ 

Ｈ21.6.1 ４３６ １ ０.２３  ６ 

Ｈ22.6.1 ４４９ １ ０.２２  ７ 

Ｈ23.1.1   ４４３ １ ０.２３  ６ 

（注1） 障害者の数には、重度障害者のダブルカウント等が含まれている。 

（注2） 平成23年４月１日現在、障害者の数は１人、実雇用率0.22％、不足数７ 

人であり、依然として未達成である。 
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株式会社ＫＡＴＥＫＹＯグループについて 
 

１ 企業概要 

○ 企 業 名  株式会社ＫＡＴＥＫＹＯグループ 

○ 所 在 地  長野県長野市南千歳２丁目８番６号 

○ 代表者名  瀧澤 邦雄 

○ 事業内容   教育・学習支援業（家庭教師業） 

 
２ 指導経過 

平成18年10月20日 

 

法第46条第１項に基づき、長野公共職業安定所長か

ら障害者雇入れ計画作成命令を発出 

平成19年１月１日～ 雇入れ計画の実施（計画期間 3年間） 

平成20年12月５日 雇入れ計画の適正実施勧告を発出 

平成21年12月31日 雇入れ計画の期間満了 

平成22年４月～ 特別指導の対象企業に選定し、特別指導を開始 

（～平成22年12月） 

平成23年１月７日 本省において直接指導を実施 

（これ以降も労働局、安定所による継続的な指導を

実施） 
 

以上のような一連の指導の下で、企業側においては障害者の若干数の採用が行

われたものの、障害者の雇入れに向けた求人条件や職務の見直しが十分でないた

め、障害者の雇用が進まず、平成23年１月１日現在の実雇用率が0.62％と低い水

準にとどまっている。 

 

３ 障害者雇用状況の推移 

 基礎労働者数 障害者の数 実雇用率 不足数 

Ｈ18.6.1   ６１０人 ３人 ０.４９％ ７人 

Ｈ19.6.1 ６９９ 

 

３ ０.４３   ９ 

Ｈ20.6.1 ７７３ ３ ０.３９ １０ 

Ｈ21.6.1 ７４９ ３ ０.４０ １０ 

Ｈ22.6.1 ８３０ ５ ０.６０  ９ 

Ｈ23.1.1 ８０３ ５ ０.６２  ９ 

（注1） 障害者の数には、重度障害者のダブルカウント等が含まれている。 

（注2） 平成23年１月１日以降の取り組みにより、４月５日現在、障害者の数は６

人となっているが、実雇用率０．７７％、不足数８人であり、依然として

未達成である。 
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アイスター株式会社について 
 

１ 企業概要 

○ 企 業 名  アイスター株式会社 

○ 所 在 地  大阪府大阪市中央区本町２－３－１４ 

○ 代表者名  松本 一則  

○ 事業内容   情報通信業（情報サービス業） 

 
２ 指導経過 

平成18年11月22日 

 

法第46条第１項に基づき、大阪東公共職業安定所長

から障害者雇入れ計画作成命令を発出 

平成19年１月１日～ 雇入れ計画の実施（計画期間 ３年間） 

平成20年10月29日 雇入れ計画の適正実施勧告を発出 

平成21年12月31日 雇入れ計画の期間満了 

平成22年４月～ 特別指導の対象企業に選定し、特別指導を開始 

（～平成22年12月） 

平成22年11月25日 本省において直接指導を実施 

（これ以降も労働局、安定所による継続的な指導を

実施） 
 

以上のような一連の指導の下で、企業側においては障害者の雇入れに向けた求

人条件や職務の見直しが十分でないため、障害者の雇用が進まず、平成23年１月

１日現在の実雇用率が０％となっている。 

 

３ 障害者雇用状況の推移 

 基礎労働者数 障害者の数 実雇用率 不足数 

Ｈ18.6.1   ２２７人 ０人 ０.００％ 

 

４人 

Ｈ19.6.1 ２４５ 

 

０ ０.００   ４ 

Ｈ20.6.1 ２６２ ０ ０.００  ４ 

Ｈ21.6.1 ２９２ ０ ０.００  ５ 

Ｈ22.6.1 ２８９ ０ ０.００  ５ 

Ｈ23.1.1 ２８９ ０ ０.００  ５ 

（注1） 障害者の数には、重度障害者のダブルカウント等が含まれている。 

（注2） 平成23年１月１日以降の取り組みにより、５月９日現在、障害者の数は１

人となっているが、実雇用率0.34％、不足数４人であり、依然として未達

成である。 
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※

（３年間：平成19年1月～平成21年12月）

※

※

※

（法第47条）

雇 入 れ 計 画 期 間 満 了平成21年12月末

　雇用状況の改善が特に遅れている企
業に対し、公表を前提とした特別指導
を実施

特 別 指 導
（ 9 カ 月 間 ： 平 成 22 年 4 月 ～ 12 月 ）

（90社に対し実施）

平成23年５月

平成22年４月

平成22年12月

公 表

平成21年４月
本 省 職 業 安 定 局 長 名
の 雇 用 勧 奨 状

　適正実施勧告を発出した企業へ送付

　計画の実施状況が悪い企業に対し、
適正な実施を勧告（計画の２年目）
（法第46条第６項）

　翌年１月を始期とする３年間の計画
を作成するよう、公共職業安定所長が
命令を発出（法第46条第１項）

雇
入
れ
計
画
期
間

安 定 所 長 名 の 雇 用 勧 奨 状

適 正 実 施 勧 告

（313社に対し発出）

平成20年２月～３月

平成20年10月～1２月

雇 入 れ 計 画 作 成 命 令

雇 入 れ 計 画 の 実 施

（平成22年度公表を前提とした特別指導実施企業）

今回の公表企業に係る雇用率達成指導の流れ図

平成18年10月～11月

平成19年１月

平成18年6月1日現在の雇用状況を踏まえて、

951社に対し発出
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平成16年10月 雇入れ計画作成命令発出

(法第46条第1項)    

平成17年１月

（～平成19年12月）
（3年間の計画）

平成18年２月 安定所長名の雇用勧奨状

平成18年10月～12月 適正実施勧告  

  (法第46条第6項)

平成19年４月 本省職業安定局長名の雇用勧奨状

（適正実施勧告を発出した企業へ送付）  

平成19年10月～12月 　２回目の雇入れ計画

　作成命令発出   (法第46条第1項)

平成19年12月末 雇入れ計画の期間満了   

平成20年１月

（～平成22年12月）
（3年間の計画）

平成20年４月 適正実施勧告 (法第46条第6項)

　　　↓

平成20年12月

平成21年３月末 公　　　　　表

(法第47条)        

適正実施勧告  
  (法第46条第6項)

平成22年12月末 ２回目の雇入れ計画の期間満了

平成23年５月

(法第47条)        

再　　公　　表

今回の再公表企業にかかる雇用率達成指導の流れ図

雇入れ計画の実施      

　２回目の雇入れ計画の実施

特　　別　　指　　導   

雇

入

れ

計

画

期

間

二

回

目

の

雇

入

れ

計

画

期

間
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公表（再公表）対象企業に対して平成22年度に実施した指導及び 
平成22年度における公表を前提とした特別指導の概要 

 
 

(1) 対象企業 
 
  下記①及び②に該当する合計94社 
  ① 平成21年３月27日に企業名公表した４社 
  ② 平成22年度の公表を前提とした特別指導の対象である90社 
   
 
(2) 対象企業の代表者に対する指導の実施 

 
対象企業を管轄する公共職業安定所長から、対象企業の代表者に対し、障

害者の雇用に関する事業主の責務、障害者の雇用の現状、これまでの雇用率
達成指導の経緯等について十分説明の上、求職情報の提供、面接会への参加
勧奨等を行いつつ、雇用義務を達成するよう再度の指導をきめ細かく実施し
ました。これと併せて、必要に応じて都道府県労働局幹部による訪問指導等
を行いました。 

加えて、取組が遅れている対象企業に対しては、厚生労働省に来省を求め
て指導を行い、これを踏まえて、都道府県労働局及び公共職業安定所におい
ても引き続きの指導を行いました。 

 
 

(3) 指導事項 
 
① 平成21年３月27日に企業名公表した企業（４社）に対する指導 

２回目の雇入れ計画終期（平成22年12月31日現在）において、少なく
とも平成21年の全国平均実雇用率（1.63％）を上回るよう指導を行いま
した。また、この指導基準を満たしていない企業を再公表することとし
ました。 

 
② 平成22年度の公表を前提とした特別指導対象企業（90社）に対する指導 

特別指導終了後（平成23年１月１日現在）において、少なくとも平成
21年の全国平均実雇用率（1.63％）を上回るよう指導を行いました。こ
の指導の結果を踏まえ、下記Ａ・Ｂのいずれにも該当せず、最終的に行
政指導の効果が見込まれないと判断された場合に、公表を実施すること
としました。 

Ａ 平成21年の全国平均実雇用率（1.63％）を満たしたこと。 
 
Ｂ 下記イ～ハのいずれかに該当すること。 

 
イ  障害者雇用に関する次のａ～ｅの取組をすべて実施し、その結

果、一定の実雇用率（1.2％）を上回ること。 
a  障害者の採用及び職場定着のための社内検討体制を整備し、

その検討を行い、職務再設計等障害者雇用率を達成するための
結論が出ていること。 

b  特別枠の設定による障害者の常時受入れ体制を整備し、具体
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的な求人活動が行われていること。 
c  障害者雇用についての理解を促進するための社内研修の充実

が図られていること。 
d  障害者雇用のための施設設備の改善等が行われていること。 
e  法定雇用率を平成23年１月１日から３年以内に達成する雇入

れ計画を作成していること。 
 
ロ 特例子会社の設立を、平成23年１月１日から１年以内に実現す

るための具体的な取組を行うこと。 
 
ハ 直近の障害者の雇用の取組の状況から、速やかに行政指導の効

果が期待でき、かつ、実雇用率が全国平均実雇用率以上となると
判断できるものであること。 

 
上記Ｂに該当する企業は、初回の公表に限り公表を猶予することとし、

引き続き、都道府県労働局及び公共職業安定所において、公表を前提とし
た指導を行います。 

 
 

(4) 指導の結果 
 
① 平成21年３月27日に企業名公表した企業（４社）に対する指導の結果、２
社については実雇用率の改善が認められましたが、残りの２社については改
善が認められなかったため、法第47条の規定に基づき再公表することとしま
した。 

 
② 平成22年度の公表を前提とした特別指導対象企業（90社）に対する指導の
結果（15ページ表２参照）については、対象企業90社のうち85社については
改善が認められました。 
特別指導期間終了後の平成23年１月１日現在において、上記(3)②のＡ及び

Ｂの基準を満たさなかった４社については、法第47条の規定に基づき公表す
ることとし、上記(3)②のＢの基準を満たした１社については、公表を猶予す
ることとしました。 

    
 
(5) 今後の指導 
 
  公表企業（再公表企業含む）及び公表を猶予した企業に対しては、今後も引
き続き、雇用率達成に向けた指導を実施します。 

  また、全国平均実雇用率を上回ったものの雇用義務を達成するまでには至っ
ていない企業についても、雇用義務を早急に達成するよう、引き続き指導を実
施します。 
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公表を前提とした特別指導の状況 
 
（表１） 対象企業の状況 

規
模
別 

1,000人以上規模企業 ２０社 

1,000人未満規模企業 ７０社 

産

業

別 

建設業 ２社 

製造業 １１社 

電気・ガス・熱供給・水道業 １社 

情報通信業 ８社 

運輸業、郵便業 ３社 

卸売業、小売業 ３９社 

不動産業、物品賃貸業 ２社 

学術研究、専門・技術サービス業 ４社 

宿泊業、飲食サービス業 ５社 

教育、学習支援 ７社 

複合サービス事業 ３社 

サービス業（他に分類されないもの） ５社 

合    計 ９０社 

 
(表２) 特別指導の結果 

雇用義務を達成した企業  ５５社 

全国平均実雇用率（1.63％）を上回った企業  ３０社 

雇用改善のための所定の取組を実施し、か

つ、一定の雇用率（1.2％）を上回った企業（注 2） ０社 

 

（公表猶予） 

 

特例子会社の設立を行った企業 １社 （公表猶予） 

速やかに行政指導の効果が期待でき、か

つ、実雇用率が全国平均実雇用率以上とな

ると判断できるもの 

 ０社 

（公表猶予） 

 

公表に至った企業  ４社 （公   表） 

合     計 ９０社  
 

（注１）上表の結果については、平成23年１月１日以降も未達成企業に対する指導を
行ったことによる直近の状況による。 

（注２）「所定の取組」とは、以下のものをいう(13ページ参照)。 
ａ 社内検討体制の整備と職務再設計等 
ｂ 具体的な求人活動 
ｃ 社内研修の実施 
ｄ 施設設備の改善等 
ｅ 法定雇用率を達成する雇入れ計画の作成 

 
 

引き続き、法定
雇用率達成に向
けた指導を実施 
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（参考）

障害者雇用率達成指導の見直しについて（ポイント）

①雇入れ計画期間

（例：平成23年6月1日現在の雇用状況から雇入れ計画作成命令を発出した場合）

雇入れ計画期間 特別指導期間

● ▲ ×
雇
入
れ
計
画
始
期

適
正
実
施
勧
告
基
準
日

雇
入
れ
計
画
終
期

特
別
指
導
始
期

特
別
指
導
終
期

公
表

● ▲ ×
雇
入
れ
計
画
始
期

適
正
実
施
勧
告
基
準
日

雇
入
れ
計
画
終
期

特
別
指
導
始
期

特
別
指
導
終
期

公
表

②公表猶予基準の明確化
公表基準

公表猶予基準

＊適用時期： 

適正実施
勧告時期

３年

・雇入れ計画１年目の12月・雇入れ計画２年目の６月

・1年以内に、特例子会社の設立を実現し、
かつ、実雇用率が前年の全国平均実雇用率
以上となると判断できる場合

２年

平成26年 平成27年 平成28年

平成26年

平成23年

障
害
者
雇
用
状
況
報
告

①については、平成23年６月１日現在の障害者雇用状況報告に基づき、平成24
年１月１日を始期とする雇入れ計画から、②については、平成24年3月公表時から
それぞれ適用。

・雇入れ計画終期の年に、全国平均実
雇用率未満だった企業

・雇入れ計画終期の年に、全国平均実
雇用率未満だった企業

・直近の障害者雇用の取組状況から、実雇
用率が速やかに前年の全国平均実雇用率
以上となると判断できる場合

・障害者雇用に関する取組みを実施し、その
結果一定の実雇用率（１．２％）を達成するこ
と

・特例子会社の設立を1年以内に実現するた
めの具体的な取組を行うこと

・直近の障害者雇用の取組状況から、速や
かに実雇用率が前年の全国平均実雇用率
以上となると判断できる場合

平成24年 平成25年

平成27年 平成28年

障
害
者
雇
用
状
況
報
告

現
行

見
直
し
後

平成23年 平成24年 平成25年

厚生労働省省内事業仕分けの指摘を踏まえ、障害者雇用率達成指導の実効性

が向上するよう、雇入れ計画期間及び公表猶予基準の見直しを行う。

概 要

見直し内容
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(参考) 

 

 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）（抄） 

 
 （身体障害者又は知的障害者の雇用に関する事業主の責務） 

第三十七条 すべて事業主は、身体障害者又は知的障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づ

き、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで身体障害者又は知的障

害者の雇入れに努めなければならない。 

 

（一般事業主の雇用義務等） 

第四十三条 事業主（常時雇用する労働者（以下単に「労働者」という。）を雇用する事業主を

いい、国及び地方公共団体を除く。以下同じ。）は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動が

ある場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、その雇用する労

働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数（その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、

切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。）以上であるようにし

なければならない。  
２～５ （略） 

 

 （一般事業主の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画） 

第四十六条 厚生労働大臣は、身体障害者又は知的障害者の雇用を促進するため必要があると認

める場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が法定雇用障害者数

未満である事業主（特定組合等及び前条第一項の認定に係る特定事業主であるものを除く。以

下この条及び次条において同じ。）に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の数が

その法定雇用障害者数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、身体

障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。 

２～４ （略） 

５ 厚生労働大臣は、第一項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した

事業主に対してその変更を勧告することができる。 

６ 厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の計画を作成した事業主に対して、

その適正な実施に関し、勧告をすることができる。 

 

（一般事業主についての公表） 

第四十七条 厚生労働大臣は、前条第一項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、同条

第五項又は第六項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。 
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